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国
民
年
金
保
険
料

　

免
除
申
請
を
受
付

　

今
年
度(

７
月
～
令
和

２
年
６
月
分)

の
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
ま
た
は

納
付
猶
予
を
希
望
す
る
場

合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

(

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯

主
の
所
得
審
査
あ
り)

免
除
期
間
の
取
扱
い
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。
免

除
な
ど
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す

た
め
に
後
か
ら
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

持
物　

年
金
手
帳
・
印
鑑

※

平
成
29
年
12
月
31
日
以
降

に
離
職
し
た
か
た
は
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
な
ど
が
必
要
。

◆
継
続
申
請

　

平
成
30
年
度
に
全
額
免
除
ま

た
は
納
付
猶
予
の
承
認
を
う
け
、

継
続
申
請
を
希
望
し
た
か
た
は
、

今
年
度
も
継
続
し
て
申
請
が

あ
っ
た
も
の
と
し
て
所
得
審
査

を
行
い
ま
す
の
で
申
請
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

審
査
の
結
果
、
承
認
さ
れ
な

か
っ
た
か
た
で
、
一
部
免
除
な

ど
を
希
望
す
る
場
合
は
改
め
て

申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
合
せ
先　

国
保
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
４

障
害
基
礎
年
金

今
年
か
ら
障
害
状
態
確
認
届

な
ど
の
手
続
き
が
変
更

　
所
得
状
況
届

　

20
歳
前
の
傷
病
に
よ
り
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
か
た

は
、
こ
れ
ま
で
提
出
が
必
要
で

し
た
が
、
今
後
は
原
則
と
し
て

提
出
不
要
で
す
。(

た
だ
し
、

日
本
年
金
機
構
が
前
年
分
の
所

得
情
報
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な

い
と
き
は
、
提
出
が
必
要
な
た

め
、
届
出
に
必
要
な
書
類
が

送
付
さ
れ
ま
す)

障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）

　

障
害
状
態
確
認
届
の
作
成

期
間
が
、
提
出
期
限
の
１
カ

月
以
内
か
ら
３
カ
月
以
内
に

拡
大
さ
れ
ま
す
。
提
出
が
必

要
な
か
た
に
は
、
誕
生
月
の

３
カ
月
前
の
月
末
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
用
紙
が
送
付
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
20
歳
前
の
傷
病
に

よ
り
障
害
基
礎
年
金
を
受
け

て
い
る
か
た
は
、
こ
れ
ま
で

７
月
末
が
提
出
期
限
で
し
た

が
、
今
後
は
誕
生
月
の
末
ま

で
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

医
師
に
記
入
し
て
も
ら
い
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
４

　

７
月
下
旬
に
送
付

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証

　　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

て
い
る
70
～
74
歳
の
か
た
が
持

つ
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日(

ま
た
は
75
歳
の

誕
生
日
の
前
日)

で
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、

平
成
30
年
中
の
所
得
を
も
と
に

負
担
割
合
を
再
判
定
し
、
７
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
70
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
か
た
は
、
誕
生
月
の
下
旬

(

1
日
生
ま
れ
の
か
た
は
誕
生

月
の
前
月
下
旬)

に
翌
月
1
日

か
ら
使
え
る
高
齢
受
給
者
証
を

送
付
し
ま
す
。
負
担
割
合
と
判

定
基
準
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
負
担
割
合　

３
割

①
同
一
世
帯
に
住
民
税
課
税
所

得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
70
歳

～
74
歳
の
国
保
被
保
険
者
が
い

る
か
た

◆
負
担
割
合　

２
割

②
①
に
該
当
し
な
い
か
た 

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
３

必要な
納付額

受給資格
期間

全額免除

３/４免除

半額免除

１/４免除

　0円

4,100円

8,210円

12,310円

0円

１/２

５/８

３/４

７/８

ー

入
り
ま
す

年金額の
計算

納付猶予
(50歳未満のかた)

区　分 お
し
ら
せ

ひ
ろ
ば

振込め詐欺や悪徳商法などの電話に不安を感じませんか？
迷惑電話防止装置を無料で貸出します

　市では、特殊詐欺被害の防止を図るため、高齢者を対象に迷惑電話防止装置
を無料で貸出します。設置は、市が委託する業者が自宅に伺い行います。今使
われている電話機に装置を接続するだけで、警察などが収集した迷惑電話(オ
レオレ詐欺・還付金詐欺など)を自動的に着信拒否できます。
　ただし、発信者の電話番号を表示するサービス(ナンバーディスプレイなど)
への加入が必要です。
対象　65歳以上(親族などからの代理申込可)
サイズ　縦8.5㎝×横10㎝×高さ４cm
貸出台数　35台(先着順)
貸出期間　１年間(貸出日の翌月１日から）
※貸出期間終了後、継続して使用を希望されるかたには、引続き
装置を無料で貸出します。ただし、データ使用料が月額400円(税別)必要です。
申込用紙の配付　窓口・郵送・ホームページからダウンロード
※郵送の場合はお電話ください。
締切　来年２月28日(金)
配布・申込・問合せ先　危機管理課☎072－433－7392

 

熱
中
症
に

 

気
を
つ
け
よ
う

　

海
や
山
の
レ
ジ
ャ
ー
、
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
に
よ
り
、
炎
天

下
で
過
ご
す
こ
と
が
多
く
な

り
ま
す
が
、
高
温
下
に
長
時

間
い
る
と
熱
中
症
に
か
か
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

熱
中
症
と
言
っ
て
も
、
ふ

ら
つ
き
・
め
ま
い
・
足
の
ケ

イ
レ
ン
を
起
こ
す
な
ど
の
軽

症
な
も
の
か
ら
、
ひ
ど
く
な

る
と
汗
も
出
な
く
な
り
、
体

温
調
節
が
出
来
ず
高
体
温
と

な
り
意
識
を
失
い
、
最
悪
の

場
合
死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　

熱
中
症
に
な
ら
な
い
た
め
に

は
、
外
出
時
に
帽
子
を
か
ぶ
り
、

こ
ま
め
に
塩
分
を
含
む
水
分
を

補
給
し
て
く
だ
さ
い
。

　

も
し
体
調
に
変
化
が
起
こ
っ

た
ら
早
め
に
涼
し
い
場
所
へ
移

動
し
安
静
に
し
て
、
濡
れ
タ
オ

ル
な
ど
で
体
温
を
下
げ
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

IH
コ
ン
ロ
か
ら
の

　

火
災
に
ご
注
意
！

　　

調
理
コ
ン
ロ
は
日
ご
ろ
の
生

活
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す

が
、
毎
年
火
災
の
出
火
原
因
の

上
位
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
使
用
者
の
不
注
意
に

よ
り
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
オ
ー
ル
電
化
住

宅
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
IH
コ

ン
ロ
を
使
用
し
て
い
る
ご
家
庭

が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
火
を
使

わ
な
い
IH
コ
ン
ロ
は
ガ
ス
コ
ン

ロ
と
違
い
安
全
性
が
高
い
と
過

信
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

揚
げ
物
を
す
る
際
、
少
量
の

油
で
調
理
す
る
と
、
安
全
装
置

(

温
度
セ
ン
サ
ー)

が
正
常
に
機

能
し
な
い
な
ど
、
誤
っ
た
使
用

方
法
で
火
災
が
発
生
し
て
い
ま

す
。

　

使
用
す
る
際
に
は
、
取
扱
説

明
書
を
よ
く
読
ん
で
正
し
く
使

用
し
ま
し
ょ
う
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　

設
置
と
更
新
を

　

消
防
法
の
改
正
に
よ
り
、
す

べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警

報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

住
宅
火
災
で
、
亡
く
な
る
原

因
の
多
く
は
「
逃
げ
遅
れ
」
に

よ
る
も
の
で
す
。

　

設
置
す
る
こ
と
で
、
火
災
の

発
生
を
す
ば
や
く
察
知
し
、
大

き
な
火
災
に
な
ら
ず
に
命
が
助

か
っ
た
事
例
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
住

宅
は
、
か
け
が
え
の
な
い
命
や

家
族
を
守
る
た
め
、
一
日
も
早

く
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器

は
、
古
く
な
る
と
電
子
部
品
の

寿
命
や
電
池
切
れ
な
ど
で
、
火

災
を
感
知
し
な
く
な
る
こ
と
が

あ
る
た
め
、
と
て
も
危
険
で
す
。

10
年
を
目
安
に
交
換
し
ま
し
ょ

う
。

問
合
せ
先　

消
防
本
部
☎
０
７

２
・
４
２
２
・
０
１
１
９

〈イメージ〉

内水ハザードマップを作成しました
　これは、台風やゲリラ豪雨などの集中豪雨により、下水道

の排水能力を超えた場合の浸水範囲および避難場所について

の情報を地図上に示し、大雨時の行動や普段から取組める対

策などの情報を盛り込んだ防災マップです。

　マップは７月から市のホームページで公表しています。

また、下水道推進課および各公民館でも配布しています。

問合せ先　下水道推進課☎072－433－7361

対
象　

昭
和
61
年
４
月
２

日
～
平
成
14
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
か
た

定
員(

自
己
推
薦
方
式　

約

15
人
含
む)

　

男
性：

約
２

０
０
人　

女
性：

約
45
人

申
込
締
切

一
般　

①
郵
送

７
月
25
日(

木)

消
印
有
効

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

８
月
２
日(

金
）
午
後
５
時

自
己
推
薦
方
式

郵
送
の
み　

７
月
25
日(

木)

消
印
有
効

第
１
次
選
考
日　

９
月
21
日

(

土)

自
己
推
薦
方
式
と
は

　

大
阪
府
警
察
で
は
、
ハ
イ

レ
ベ
ル
な
技
能
、
技
術
、
経

験
な
ど
を
評
価
す
る
自
己
推

薦
方
式
を
導
入
し
て
い
ま

す
。

例
え
ば

・
日
常
会
話
レ
ベ
ル
の
外
国

語
の
語
学
力
が
あ
る

・
情
報
技
術
関
係
に
つ
い
て
、

卓
越
し
た
技
能
や
知
識
が
あ
る

・
各
種
ス
ポ
ー
ツ
の
全
国
大
会

出
場
経
験
が
あ
る

・
文
化
系
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
の

全
国
大
会
出
場
経
験
が
あ
る

・
金
融
部
門
に
在
籍
し
、
財
務

や
金
融
の
知
識
に
精
通
し
て
い

るな
ど
、
様
々
な
経
験
能
力
の
あ

る
多
様
な
人
材
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

大
阪
府
警
察
官
採

用
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
・
３

７
０
・
３
１
４

貝
塚
警
察
署
☎
０
７
２
・
４
３

１
・
１
２
３
４

大
阪
府
警
察
官

募集

ないすい


